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（説明） 

刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号）の施行に伴い、所要の

改正を行うものであります。 
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   刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （府中市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 府中市職員の給与に関する条例（昭和２９年６月府中市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（期末手当の不支給） （期末手当の不支給） 

第２０条の２ 省 略 第２０条の２ 省 略 

 (1)～(2) 省 略  (1)～(2) 省 略 

(3) 支給基準日前１月以内又は支給基準日から当該支給基

準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員（前

２号に掲げる者を除く。）で、その離職した日から当該支

給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの 

(3) 支給基準日前１月以内又は支給基準日から当該支給基

準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員（前

２号に掲げる者を除く。）で、その離職した日から当該支

給日の前日までの間に禁錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

 (4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止め

る処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。）

で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁

刑以上の刑に処せられたもの 

（期末手当の支給の一時差止め） 

(4) 次条第１項の規定により期末手当の支給を一時差し止め 

る処分を受けた者（当該処分を取り消された者を除く。） 

で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁 

錮
こ

以上の刑に処せられたもの 

 （期末手当の支給の一時差止め） 

第２０条の３ 省 略 第２０条の３ 省 略 
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 (1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の 

在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴 

（当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められ 

ているものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１ 

号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第３項 

において同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

 (1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の 

在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴

（当該起訴に係る犯罪について禁錮
こ

以上の刑が定められて

いるものに限り、刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）

第６編に規定する略式手続によるものを除く。第３項にお

いて同じ。）をされ、その判決が確定していない場合 

 (2) 省 略  (2) 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 

３ 省 略 ３ 省 略 

 (1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の

理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に

処せられなかつた場合 

 (1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の

理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮
こ

以上の刑に処

せられなかつた場合 

 (2)～(3) 省 略  (2)～(3) 省 略 

４～６ 省 略 ４～６ 省 略 

 （府中市職員の分限に関する条例の一部改正） 

第２条 府中市職員の分限に関する条例（昭和３１年３月府中市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（失職の例外） （失職の例外） 
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第５条 任命権者は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員のうち、

その刑に係る罪が公務上又は通勤途上の過失によるものであ

り、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状に

より、特に失職しないものとすることができる。 

第５条 任命権者は、禁錮
こ

以上の刑に処せられた職員のうち、

その刑に係る罪が公務上又は通勤途上の過失によるものであ

り、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状に

より、特に失職しないものとすることができる。 

２ 省 略 ２ 省 略 

（府中市消防団に関する条例の一部改正） 

第３条 府中市消防団に関する条例（昭和３１年３月府中市条例第８号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（欠格条項） （欠格条項） 

第６条 省 略 第６条 省 略 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又 

 はその執行を受けることがなくなるまでの者 

(1) 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで、又は 

その執行を受けることがなくなるまでの者 

 (2) 省 略  (2) 省 略 

２ 省 略 ２ 省 略 

 (1)～(2) 省 略  (1)～(2) 省 略 

 (3) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。  (3) 禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

 （府中市表彰条例の一部改正） 

第４条 府中市表彰条例（昭和３３年７月府中市条例第１８号）の一部を次のように改正する。 
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次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（特例） （特例） 

第７条 省 略 第７条 省 略 

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 (1) 禁錮
こ

以上の刑に処せられたとき。 

 (2) 省 略  (2) 省 略 

 （府中市職員退職手当条例の一部改正） 

第５条 府中市職員退職手当条例（平成２５年３月府中市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中、下線が引かれた部分については、改正前を改正後のように改める。 

改正後 改正前 

（退職手当の支払の差止め） （退職手当の支払の差止め） 

第１８条 省 略 第１８条 省 略 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪につい 

て拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟

法（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手

続によるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、

その判決の確定前に退職をしたとき。 

(1) 職員が刑事事件に関し起訴（当該起訴に係る犯罪につい 

て禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法

（昭和２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続

によるものを除く。以下同じ。）をされた場合において、そ

の判決の確定前に退職をしたとき。 

 (2) 省 略  (2) 省 略 
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２～４ 省 略 ２～４ 省 略 

５ 省 略 ５ 省 略 

 (1) 省 略  (1) 省 略 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処 

分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判 

決が確定した場合（拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び

無罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない

処分があった場合であって、次条第１項の規定による処分

を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を

提起しない処分があった日から６月を経過した場合 

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処 

分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判 

決が確定した場合（禁錮以上の刑に処せられた場合及び無

罪の判決が確定した場合を除く。）又は公訴を提起しない処

分があった場合であって、次条第１項の規定による処分を

受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提

起しない処分があった日から６月を経過した場合 

 (3) 省 略  (3) 省 略 

６～１０ 省 略 ６～１０ 省 略 

 （退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支

給制限） 

 （退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給

制限） 

第１９条 省 略 第１９条 省 略 

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴された 

場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に 

限る。）に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたと

(1) 当該退職をした者が刑事事件（当該退職後に起訴された 

場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に 

限る。）に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。 
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き。 

 (2)～(3) 省 略  (2)～(3) 省 略 

２～６ 省 略 ２～６ 省 略 

 （退職をした者の退職手当の返納）  （退職をした者の退職手当の返納） 

第２０条 省 略 第２０条 省 略 

 (1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事

件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。 

 (1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事 

件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。 

 (2)～(3) 省 略  (2)～(3) 省 略 

２～６ 省 略 ２～６ 省 略 

 （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付）  （退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付） 

第２２条 省 略 第２２条 省 略 

２～３ 省 略 ２～３ 省 略 

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在

職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴された場合におい

て、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後にお

いて第２０条第１項の規定による処分を受けることなく死亡

したときは、任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日

から６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、

４ 退職手当の受給者が、当該退職の日から６月以内に基礎在

職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴された場合におい

て、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後におい

て第２０条第１項の規定による処分を受けることなく死亡し

たときは、任命権者は、当該退職手当の受給者の死亡の日か

ら６月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、



 

-
 7 

- 

当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処

せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当

該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあって

は、失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額

の納付を命ずる処分を行うことができる。 

当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せ

られたことを理由として、当該一般の退職手当等の額（当該

退職をした者が失業手当受給可能者であった場合にあっては、

失業者退職手当額を除く。）の全部又は一部に相当する額の納

付を命ずる処分を行うことができる。 

５～８ 省 略 ５～８ 省 略 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

 （罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとさ

れ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑

法等の一部を改正する法律（令和４年法律第６７号。以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明

治４０年法律第４５号。以下この項において「旧刑法」という。）第１２条に規定する懲役（有期のものに限る。以下この項に

おいて「懲役」という。）、旧刑法第１３条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有期のものに限る。以下この項において

同じ。）又は旧刑法第１６条に規定する拘留（以下「旧拘留」という。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれ

ぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

 （人の資格に関する経過措置） 
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４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有すること

とされ、又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用について

は、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せ

られた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 

 （府中市職員の給与に関する条例及び府中市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律（令和４年法律第６８号）

並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑（死刑を除く。）が定められている罪につき起訴をされた者は、第１条の規定に

よる改正後の府中市職員の給与に関する条例第２０条の３第１項（第１号に係る部分に限る。）及び同条第３項（第３号に係る

部分に限る。）（これらの規定を同条例第２０条の４において準用する場合を含む。）の規定並びに第５条の規定による改正後の

府中市職員退職手当条例第１８条第１項及び第５項、第１９条第１項（第１号に係る部分に限る。）並びに第２２条第３項及び

第４項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

 


